
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人国分友治の上告趣意は、結局事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の適法

な上告理由に当らない（原判決の認定によれば、Ａ証券株式会社は、昭和二六年八

月二一日ＢからＣ鉱業株式会社株式三〇〇株の買付委託を受け、同日及び同月二七

日の二回に、買付委託手数料を含めた買付代金当て合計金五一、七五〇円を受取り、

同証券会社は翌八月二八日Ｄ証券取引所市場において、右委託を受けた三〇〇株を

含む同株式六〇〇株を買付け、その市場の受渡は同年九月一日行われ、したがつて

同証券会社が右市場より受渡を受けた六〇〇株のうちには、Ｂよりの買付委託株三

〇〇株を包含しておるものであり且つＢへの受渡期日も既に到来したものであると

ころ、当時同証券会社は資金難から営業不振の状態にあつたため、同社社長たる被

告人は同日、被告人自ら又は少なくとも自社社員に命じ若しくは指示して右六〇〇

株全部をＥに他に売却処分したものであるというのである。なるほど原判決には、

横領罪の構成要件たる「他人の物」といい得るに至つた点についての理論的の判示

のうち稍々正確を欠くものがあるけれども、上示原判決の認定した如き本件事実関

係のもとにおいては、これを業務上横領罪が成立するものとした原判決の結論は結

局正当に帰する）。

　その他記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

　よつて刑訴四一四条、三九六条、一八一条により裁判官一致の意見により主文の

とおり判決する。

　検察官　高橋一郎公判出席
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